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１ 令和８年度 三宅町国民健康保険特別会計予算（案）について

［１］歳入

（単位：千円、％）

款
令和８年度

当初予算額

令和７年度

当初予算額
増減額 増減率

1 国民健康保険税 133,335 127,613 5,722 4.5

2 使用料及び手数料 44 48 ▲4 ▲8.3

3 国庫支出金 3,520 0 3,520 ―

4 県支出金 567,780 517,412 50,368 9.7

5 財産収入 382 56 326 582.1

6 繰入金 59,718 66,038 ▲6,320 ▲9.6

7 繰越金 1,000 1,000 0 0.0

8 諸収入 675 729 ▲54 ▲7.4

合 計 766,454 712,896 53,558 7.5

令和８年度の歳入予算額は、７億６，６４５万４千円で、前年度比５，３５５万８千

円の増額となっています。これは国民健康保険税、国庫支出金及び県支出金が増加し

たことが主な要因となっています。
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主な増減要因

（１）国民健康保険税

（単位：千円、％）

（２）国庫支出金

（単位：千円、％）

款 令和８年度 令和７年度 増減額 増減率

１ 国民健康保険税 133,335 127,613 5,722 4.5

現年度課税分 131,373 124,754 6,619 5.3

滞納繰越分 1,962 2,859 ▲897 ▲31.4

款 令和８年度 令和７年度 増減額 増減率

３ 国庫支出金 3,520 0 3,520 ―

子ども・子育て支

援事業費補助金
3,520 0 3,520 ―

国民健康保険税は、１億３，３３３万５千円で、前年度比５７２万２千円、

４．５％の増額となっています。令和６年度より県内統一保険料水準が実現し

た国民健康保険税については、令和８年度から、児童手当の拡充等の少子化対

策事業に充てるための財源として、新たに子ども・子育て支援金を徴収するこ

ととしており、現年度課税分は、１億３，１３７万３千円で、前年度比５．３％

の増額となっています。

令和８年度に創設される子ども・子育て支援金制度の円滑な施行に向けて、医

療保険者等が行う保険料算定・収納システム等の改修経費に対する国庫補助金と

なっています。
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（３）県支出金

（単位：千円、％）

（４）繰入金

（単位：千円、％）

款 令和８年度 令和７年度 増減額 増減率

４ 県支出金 567,780 517,412 50,368 9.7

保険給付費交付金

（普通交付金）
560,701 510,149 50,552 9.9

保険給付費交付金

（特別交付金）
7,079 7,263 ▲184 ▲2.5

款 令和８年度 令和７年度 増減額 増減率

６ 繰入金 59,718 66,038 ▲6,320 ▲9.6

一般会計繰入金 56,718 63,038 ▲6,320 ▲10.0

基金繰入金 3,000 3,000 0 0.0

県支出金は、５億６，７７８万円で、前年度比５，０３６万８千円、９．７％の

増額となっています。保険給付費の財源となる普通交付金は、５億６，０７０万１

千円で、前年度比９．９％の増額、特定健診事業の実績等に応じ交付される保険者

努力支援制度交付金、特別調整交付金等の特別交付金は、７０７万９千円で、前年

度比２．５％の減額となっています。

繰入金は、５，９７１万８千円で、前年度比６３２万円、９．６％の減額となっ

ています。一般会計繰入金は、出産育児繰入金制度の廃止、保険税の軽減分を公

費で負担する保険基盤安定制度繰入金の減少により、５，６７１万８千円で、前

年度比１０．０％の減額、基金繰入金は、主に町独自の保健事業（歯科検診、ドッ

ク助成）を実施するための財源として、前年度と同額の３００万円となっていま

す。



- 4 -

［２］歳出

（単位：千円、％）

款
令和８年度

予算額

令和７年度

予算額
増減額 増減率

1 総務費 10,190 7,256 2,934 40.4

2 保険給付費 559,417 511,817 47,600 9.3

3
国民健康保険

事業費納付金
178,593 176,981 1,612 0.9

4 共同事業拠出金 10 10 0 0.0

6 保健事業費 9,983 9,973 10 0.1

7 基金積立金 382 56 326 582.1

8 諸支出金 4,530 1,010 3,520 348.5

9 予備費 3,349 5,793 ▲2,444 ▲42.2

合 計 766,454 712,896 53,558 7.5

令和８年度の歳出予算額は、７億６，６４５万４千円で、前年度比５，３５５万８

千円の増額となっています。これは保険給付費が増加したことが主な要因となってい

ます。
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主な増減要因

（１）総務費

（単位：千円、％）

（２）保険給付費

（単位：千円、％）

款 令和８年度 令和７年度 増減額 増減率

１総務費 10,190 7,256 2,934 40.4

一般管理費 8,662 5,533 3,129 56.6

国民健康保険団体連合会費 1,441 1,687 ▲246 ▲14.6

運営協議会費 87 36 51 141.7

款 令和８年度 令和７年度 増減額 増減率

２保険給付費 559,417 511,817 47,600 9.3

療養給付費 473,100 433,100 40,000 9.2

療養費 4,500 5,500 ▲1,000 ▲18.2

審査支払手数料 1,205 1,205 0 0.0

高額療養費 75,900 66,800 9,100 13.6

高額介護合算療養費 100 100 0 0.0

移送費 10 10 0 0.0

出産育児一時金 4,000 4,500 ▲500 ▲11.1

出産育児一時金審査支払手数料 2 2 0 0.0

葬祭費 600 600 0 0.0

総務費は、１，０１９万円で、前年度比２９３万４千円、４０．４％の増額と

なっています。子ども・子育て支援金制度に対応するためのシステム改修費の増

額により、一般管理費については、前年度比３１２万９千円、５６．６％の増額

となっています。

保険給付費は、５億５，９４１万７千円で、前年度比４，７６０万円、９．３％

の増額となっています。前年度給付実績を参考に、１人あたり医療費や高額療

養費の伸びを反映することで、療養給付費については、前年度比４，０００万

円、９．２％の増額、高額療養費については、前年度比９１０万円、１３．６％

の増額となっています。
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（３）国民健康保険事業費納付金

（単位：千円、％）

（４）保健事業費

（単位：千円、％）

款 令和８年度 令和７年度 増減額 増減率

３国民健康保険事業費納付金 178,593 176,981 1,612 0.9

医療給付費分 116,338 118,668 ▲2,330 ▲2.0

後期高齢者支援金分 44,214 43,966 248 0.6

介護納付金分 14,009 14,347 ▲338 ▲2.4

子ども・子育て支援金分 4,032 0 4,032 ―

款 令和８年度 令和７年度 増減額 増減率

６保健事業費 9,983 9,973 10 0.1

特定健康診査等事業費 7,399 7,388 11 0.1

保健事業費 2,584 2,585 ▲1 ▲0.1

国民健康保険事業費納付金は、１億７，８５９万３千円で、前年度比１６１万

２千円、０．９％の増額となっています。国民健康保険の県単位化に伴い、市町

村が徴収した国民健康保険税のほか、財政安定化支援事業、保険基盤安定制度な

ど、国保事業の運営に必要な財源を、県内市町村が奈良県へ拠出する納付金とな

っています。令和８年度からは、新たに国保被保険者から保険税とあわせて徴集

する子ども・子育て支援金を原資とする納付金を県に納付します。

保健事業費は、９９８万３千円で、前年度比１万円、０．１％の増額となってい

ます。特定健康診査等事業費は、令和６年度から取り組む特定健診の対象外であ

る満１８歳～３９歳までの国民健康保険被保険者を対象とする若年者健診を継続

実施するほか、令和８年度より、特定健診の受診時に、被保険者より徴収する５０

０円の健診費用の無償化(４０歳未満健診を含む)を実現します。
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［３］基金残高

（単位：円）

２ 令和８年度 県内統一保険料（税）について

国民健康保険制度の県単位化により、奈良県では｢同じ所得・世帯構成であれ

ば、県内のどこに住んでも保険料水準は同じ｣となるよう、令和６年度から県内

市町村の保険料水準が統一化され、三宅町の保険料率も統一化されました。令

和８年度からは、児童手当の拡充等の少子化対策事業に充てるための財源とし

て、新たに子ども・子育て支援金を徴収します。

【令和８年度 県内統一保険料（税）率】

区 分 R7.1.31 現在高 R8.1.31 現在高 増減額

国民健康保険財政調整基金 58,812,195 58,867,882 55,687

国民健康保険税の課税区分 所得割 均等割 平等割

医療給付費分 7.64％ 27,600 円 20,000 円

賦課限度額 66 万円

後期高齢者支援金分 3.27％ 11,500 円 8,400 円

賦課限度額 26 万円

介護納付金分 3.03％ 16,900 円 －

賦課限度額 17 万円

子ども・子育て支援金分 0.31％
1,900 円

（18 歳以上）
－

賦課限度額 3 万円

国民健康保険財政調整基金の基金残高は、５，８８６万７，８８２円（R8.1.31

現在）で、預金利子の積み立てにより、前年度比５万５，６８７円の増額となって

います。同基金は、４０歳から７４歳までの国保被保険者に対し、人間ドック・脳

ドック検診費用の一部を助成する事業のほか、かかりつけ歯科医がいない被保険者

を対象に、口腔内（こうくうない）からの健康への関心を高めることを目的とした

歯周病検診を実施するための財源として活用します。


